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そこで、令和元年 10 月１日〜令和 5 年 9 月 30 日までの間は、インボイス制
度を導入するための準備期間として、「区分記載請求書等保存方式」が仕入税額
控除の要件とされています。 
 
1． インボイス制度導入の目的 
 今回導入されるインボイス制度によって、本来は控除対象とならない取引に
よる仕入税額控除という問題（俗に「益税」問題といわれています。）は解消さ
れることになります。 
 インボイスとは、簡潔にいうと、法令で定める税情報が記載された請求書のこ
とです。 

また、インボイスは、納税をきちんと行う課税事業者だけがその交付を認めら
れますから、一種の納税証明の役割を果たします。免税事業者や消費者からの仕
入れに関しては、その納税証明がないわけですから、仕入税額控除を認められま
せん。 
 インボイス制度は、複数税率に対応した税額控除の方式という名目で導入さ
れるそうです。確かに税率ごとの区分経理を行うための手段という側面もある
のですが、その真の導入目的は、この益税問題の解消にあると思われます。 
 
 
 
 
 

適格請求書等保存方式（インボイス制度）は、 

令和 5 年 10 月 1 日 
から導入されます。 
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2． 消費税の計算方法 
（１）原則課税 

 
（２）簡易課税 

 
 
 
 
 
 
 

消費税額の計算方法等

消費税額 ＝
課税売上げに
係る消費税額
（売上税額）

−
課税仕入れ等に
係る消費税額
（仕入税額）

仕入税額控除

消費税額 ＝
課税売上げに
係る消費税額
（売上税額）

−
課税仕入れ等に

係る消費税額
（仕入税額）

課税売上げに
係る消費税額 × みなし

仕入税率

簡易課税制度による消費税額の計算
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（３）みなし仕入税率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．申請方法 

 
（１）書面で申請書を提出（郵送） 

登録申請書を郵送等により提出する場合の送付先は、各国税局（沖縄国税事務
所を含みます。）の「インボイス登録センター」となります。 
 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第一種事業 飲食料品の譲渡にかかる事業） 90%

第二種事業 小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡にかかる事業） 80%

第三種事業
農林漁業（飲食料品の譲渡にかかる事業を除きます。）、
鉱業、建設業、製造業（製造小売業を含みます。）、
電気業、ガス業。熱供給業及び水道業

70%

第四種事業
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、
第六種事業以外の事業（飲食店業等） 60%

第五種事業
運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業（飲食
店業に該当する事業を除きます。） 50%

第六種事業 不動産業 40%

申請方法 登録通知書の受領方法

書面申請 書面による受領のみ

電子申請
上記以外

電子データによる受領を希望 電子データによる受領

書面による受領のみ
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【関東信越国税局インボイス登録センター】 

 
（２）e-Tax で申請 

登録申請書は、e-Tax を利用して提出することもできます。この場合、希望に
より、登録通知書も e-Tax を通じ電子データで受け取れることができます。  

国税庁ホームページで公表されている e-Tax ソフトで申請する場合には、問
答形式となっています。登録通知書の受領方法について、電子データで受け取る
かどうかの希望確認画面が表示されるため、「希望する」をチェックすれば登録
通知書を電子データで受領することができます。 
【e-Tax ソフト希望確認画面一部抜粋】 
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「希望する」をチェックで電子データで受領 
※国税庁のホームページにアップされている「適格請求書発行事業者の登録申
請書」のひな型には、驚くべきことにこのデータ受信希望欄がありません。 
ということは、国税庁のホームページの登録申請書は、「書面申請用」というこ
とになるのでしょうか。 
 
4．登録申請等に係る通知までの期間の目安 
（１）e-Tax 約 2 週間 
（２）書面  約１か月 
※国税庁のホームページより（令和 5 年 9 月 27 日現在） 
 
5．通知される登録番号の構成 
（１）法人番号 
T（ローマ字）+法人番号（数字 13 桁） 
（２）個人事業者等 
T（ローマ字）+（数字 13 桁）※ 
※マイナンバー（個人番号）は使いません。 
 
6．登録内容の検索および公表 

受領した請求書に記載された番号が「登録番号」かどうか公表サイトにおいて
確認が可能です。基本、登録番号でしか検索できません。 
※法人を検索したい場合は、法人番号から検索することも可能！ 
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（１）検索画面 

  
10 件までまとめて検索することも可能 
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（２）公表画面 

 
《公表サイトで確認できる事項》（国税庁のパンフレットより） 
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 
② 法人の本店又は主たる事務所の所在地 
③ 登録番号 
④ 登録年月日 
⑤ 登録取消（失効）年月日 
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7．納税義務 
消費税の納税義務者は、原則としてすべての「事業者」です。しかし、それぞ

れの事業者で事業規模も違うことから、一律に納税義務を課すことは現実的で
はありません。また、課税庁側の徴税事務コストの面からも、小規模事業者にま
で納税義務を負わせるのは得策ではありません。そこで、現行の消費税では「基
準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者」については、その納税義
務を免除することにしています（消法 9①） 

☞ 課税期間とは 
 消費税を計算するための期間のことを「課税期間」といいます。個人事業者

と法人のそれぞれの課税期間は次のとおりです（消法 19①）。 
① 個人事業者・・・1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 
② 法人・・・事業年度 
※なお、原則は 1 年間ですが、届出をすることによって、これを 3 か月また

は 1 か月に短縮することができる制度があります。 
☞ 基準期間とは 
 納税義務を判定するための基礎となる期間を「基準期間」といいます。個人

事業者と法人のそれぞれの基準期間は次のとおりです（消法 2①十四）。 
① 個人事業者・・・前々年 
② 法人・・・前々事業年度 
※法人については、前々事業年度が 1 年に満たない場合は、別の規定があり

ます。 
なお、課税事業者を選択した場合や新設法人の特例の適用がある場合など、各

種特例が適用される場合があります。この場合には、開業１年目や設立１期目か
ら課税事業者となることがありますのでご注意ください。 

課税売上高 ＞ 1,000万円
課税売上高 ≦ 1,000万円

R3 R5

免税事業者
課税事業者

1/1 12/31 1/1 12/31
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8．登録申請等（ケース別） 
（１）前期以前から課税事業者で令和 5 年 10 月 1 日にから登録するケース 

・登録申請書記載例（別紙１） 

（２）免税事業者で令和 5 年 10 月 1 日から登録し、簡易課税を選択するケ
ース 

・登録申請書記載例（別紙２） 
・簡易課税選択届出書記載例（別紙３） 

 
 

【手続き】
●登録申請書→令和5年3月31日までに提出

課税事業者 課税事業者 課税事業者 適格請求書発行事業者
【課税事業者】

登録申請書

R3.1.1 R3.12.31 R4.12.31 R5.12.31

登録日
（令和5年10月1日）

10.1 3.31

【手続き】
●登録申請書→令和5年3月31日までに提出
●課税事業者選択届出書の提出不要
●簡易課税を選択する場合（登録日から）→令和5年12月31日までに提出をすればOK

免税事業者 免税事業者 免税事業者 適格請求書発行事業者
【課税事業者】

登録日
（令和5年10月1日）

R3.1.1 R3.12.31 R4.12.31 R5.12.31
10.1 3.31

登録申請書
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（３）免税事業者が課税事業者になり登録するケース 

・登録申請書記載例（別紙 4） 

（４）免税事業者で令和 5 年 10 月 1 日の属する課税期間の翌課税期間から
登録するケース 

 

 
 

●簡易課税を選択する場合→令和4年12月31日までに提出（提出期限要注意！）

課税売上1,000万円超

免税事業者 免税事業者

登録申請書

登録日
（令和5年10月1日）

課税事業者
R3.1.1 R4.1.1 R5.1.1 R5.12.31

令和8年までは課税事業者が強制される

免税事
業者

【手続き】
●登録申請書→登録を受けたい日の1か月前までに
●課税事業者選択届出書の提出不要
●簡易課税を選択する場合（登録日から）→令和6年12月31日までに提出をすればOK

免税事業者 免税事業者

R4.1.1 R5.1.1 R6.1.1

取消届出書を提出しても

登録日
（令和6年4月1日）

適格請求書発行事業者
【課税事業者】

※基準期間の課税売上高にかかわらず

R7.1.1
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（５）個人事業者の屋号等を公表する場合 
・適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書記載例（別紙 5） 
 

9．登録事項の変更があった場合 
適格請求書事業者は、適格請求書発行事業者登録簿に登録された事項に変更

があった場合には、速やかに「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出
書」を提出する必要があります。 
 
10．登録の取りやめたい場合 

適格請求事業者が、その登録を取りやめたい場合には、「登録取消届出書」を
提出する必要があります。その届出書を提出した場合には、原則として、その提
出があった課税期間の翌課税期間の初日に登録が失効されます。 

ご注意いただきたいのが、その提出期限になります。通常の届出書と違い、そ
の課税期間の末日から 30 日前よりも前に提出する必要があります。 
課税期間の末日の 30 日前以後に届出書を提出した場合には、登録が失効される
のが翌々課税期間からになりますのでご注意ください。 
【ご注意ください！】 
・課税事業者選択届出書を別途提出している場合は、課税事業者選択不適用届出
書の提出も併せて提出する必要があります。 
・基準期間の課税売上高が 1,000 円を超えている場合は、免税事業者になること
はできません。 
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